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青森県保険医協同組合　　　 
 　〒 030-0823 青森市橋本 ３ − １５ −５
 　　　　　　　　　　　　（TEL）017−734−7212　
 　　　　　　　　　　　　（FAX）017−734−7214

 ◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！
 ◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
　　　　をスローガンに今年度事業を進めています。
   9 月 1 日現在　組合員数　657 名　出資金  672 口

2023/9/1 第235号
ホームページを確認下さい。
当事業へのお問い合わせは
事務局 （増田 ・ 類地） まで。

金パラの価格は 7 万 2 千円〜 7 万 3 千円台で推移しています。
価格は都度お問い合わせを！

GC キャストウェル（12％ 30g）　販売価格

（表示価格は税別価格です）

8/  3 72,300 円  8/23 73,500 円
8/  4 72,500 円  8/24 73,900 円
8/  8 72,700 円  8/25 73,400 円

8/ 21 73,200 円  8/29 73,900 円

aomori-hkk.jp/work/

　

　青森県歯科衛生士会主催の「歯科衛生士復職支援セミナー」が今年
度も開催される。
　同セミナーは、本組合が運営する「歯科衛生士求人求職無料紹介」
と連携しており、今年で 5 年目。
　復職希望の参加者の希望勤務地や就業希望時間
等の諸条件を聞き取り、組合員へのマッチングを
実施し、復職の実績に繋がっている。
　例年青森会場と八戸会場での開催だったが、今
年度は弘前会場と八戸会場での開催。
　セミナーチラシは来月同封しますので、スタッフやお知り合いにお
声がけ頂くなど、セミナー周知へのご協力をお願いしたい。

　【弘前会場】　　　　　　　　   　　【八戸会場】
   ①令和 5 年 10 月 29 日（日）         ①令和 6 年 1 月 14 日（日）
   ②令和 5 年 11 月 12 日（日）         ②令和 6 年 1 月 28 日（日）
         時間は 9 時〜 15 時（復職相談は 14 時 30 分〜 15 時）

共済会新グループ保険　配当金のお共済会新グループ保険　配当金のお知ら知らせせ
　今年度の共済会新グループ保険の配当が下記
の通り決定しました。 
 （ご加入者様には、8 月中旬に「配当金支払い
明細書」を案内済です）

新グループ保険
配当率

団体医療保険
配当率

13.89％

20.67％

振込日

2023 年 8 月 31 日（木）

どんな保障内容の保険に加入しているかわからない・・・そんな時は保険部へどんな保障内容の保険に加入しているかわからない・・・そんな時は保険部へ  
　様々な保険が案内され、名称が似ている事などから「保険の整理を
したい」とのご要望を頂く事が多くなっております。保険部では、協
会＆組合で取り扱いしている共済をまとめて管理しております。引落
日と内容を右記に記載しますので、ご確認ください。
　また、各種制度の説明につきましてはお気軽にお問い合わせくださ
い。差し支えなければ事務局が訪問してご説明いたします。

【お問合せ先】　　　青森県保険医協同組合　保険部（担当 類地）　
　　　　　　　　　電　　話　　 017-763-5820     （保険部直通）

毎月20日　　共済会新グループ保険
  〃 23日　　長期休業保障制度
  〃 24日　　開業医共済休業保障制度
  〃 24日　　東北版グループ保険
  〃 26日　　保険医休業保障共済保険
  〃 26日　　保険医年金制度

　引落日　　　　　　引落内容

※会場と Zoom のハイブリット形式のセミナー開催予定です。※会場と Zoom のハイブリット形式のセミナー開催予定です。
※企画の申し込み案内は、同封のチラシを活用下さい。※企画の申し込み案内は、同封のチラシを活用下さい。

 「 開業医は医療 DX にどこまで対応すればよいのか」 「 開業医は医療 DX にどこまで対応すればよいのか」

・日　　　時　2023年9月30日（土）16時〜18時
・参　加　費　無料
・参 加 対 象　青森県保険医協同組合・組合員
　　（非組合員の方は、加入後の参加を御願いします）

※急速に進む医療のデジタル化政策についての解説と、その流れ※急速に進む医療のデジタル化政策についての解説と、その流れ
　に開業医はどのように対応するかをお話いただきます。　に開業医はどのように対応するかをお話いただきます。

  講演会企画のご案内講演会企画のご案内

・講　師　MICTコンサルティング株式会社
　　　　　　代表取締役　大西　大輔　氏

【過去3000件を超える医療機関へのシステム導入の  
 実績に基づき、診療所・病院・医療IT企業のコンサル
 ティングおよび講演活動、執筆活動を行っている。】

新型コロナ感染症で休業される場合の留意点新型コロナ感染症で休業される場合の留意点
給付金の受給には第三者の医師への受診が必要です

　新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが５類に変更さ
れた 5 月 8 日以降に、同感染症を発症し給付金を請求される際には、
必ず①休業期間中に第三者の医師に受診し、②受診先医療機関から所
定の医療証明書を取り付け、ご提出ください。
　休業期間中に第三者の医師に受診がない場合は給付
対象となりませんので、ご留意ください。
開業医休業保障制度は　　　保険医休業保障制度は
　入院は 1 日目から給付　　　　　入院は 1 日目から給付
　自宅療養は 5 日目から給付　　  自宅療養は 4 日目から給付

 青森県歯科衛生士会｢復職支援セミナー｣開催のお知らせ 青森県歯科衛生士会｢復職支援セミナー｣開催のお知らせ

歯科用金パラ　価格変動歯科用金パラ　価格変動


